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２（１）大和市職員定数条例を一部改正します           
   ～消防職員を増員し、救急体制の充実・強化を図ります                               

 
大和市の救急体制の充実・強化を図るため、大和市職員定数条例を一部改正し、令

和６年度から計画的に消防職員数を増員します。 

 

１）背景 

大和市の令和４年の救急出動件数は、１３，８３３件で過去最多を記録し、現在の

消防職員定数２３１人に改正した平成１４年の８，５４７件と比較すると、５，２８６

件増加しております。また、令和５年は前年と比較し、９月末時点でさらに約７００

件も上回るペースで推移しています。 

高齢者の１人暮らしや夫婦２人暮らしなど、高齢者世帯の増加に伴い、通報内容か

ら重篤な容態が疑われる救急救助要請などに対応するため、救急隊と同時に消防隊や

救助隊が出動する救急支援出動※1や小規模救助出動※2の件数も増加しています。 

高齢化の進展による救急需要の増加・多様化のほか、台風やゲリラ豪雨など、自然

災害が激甚化する中、近年消防を取り巻く環境は著しく変化していますが、どのよう

な状況においても市民にとって安全で安定的な消防力を維持することが重要となり

ます。 

そこで、大和市では、令和 7年度に日勤救急隊※31隊、さらに令和 9年度にも救急

隊１隊の合計２隊を増隊するとともに、救急隊と同時に出動する消防隊や救助隊の体

制強化を図り、多様化する救急需要などに適切に対応するため、大和市職員定数条例

を一部改正し、消防職員を増員します。 

 

【出動件数実績】 

年 救急出動件数 救急支援出動件数 小規模救助出動件数 

令和 2年 １１，０５２件 ５３０件 １３１件 

令和 3年 １１，３００件 ７２２件 １４２件 

令和 4年 １３，８３３件 ９６１件 １６７件 

 

 ※１ 救急支援出動 

  119 番通報の内容から、心肺停止など重篤な容態が疑われる場合には、事故発

生状況の把握、傷病者の様態観察からそれに見合った適切な資器材の選定と準備、

同時に関係者からの事情聴取や病歴の聴取を行うなど、あらゆる活動を迅速、的

確に実施する必要があるため、救急隊と消防隊が同時に出動し連携して救命活動

を実施する出動 

 ※２ 小規模救助出動 

  119 番通報の内容から、高齢者宅等において居住者と連絡が取れない場合など

に、救急隊と消防隊または救助隊が同時に出動し、施錠開放による救出救助や救

命活動を実施する出動 

※３ 日勤救急隊 

  救急需要が特に多い日中の時間帯に活動する救急隊 
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２）内容 

大和市職員定数条例の一部改正を行い、同条例別表に規定する「消防職員」の定数

「２３１人」を「２６２人」（＋３１人）に改正します。 

 

採用年度 年度別増員数 内 容 

Ｒ６年度 ＋１０人 
（R7年度配置） 
・日勤救急隊 1隊を創設 
・救急隊、消防隊の体制強化 

Ｒ７年度 ＋１１人 
（R8年度配置） 
・消防隊、救助隊の体制強化 

Ｒ８年度 ＋１０人 
（R9年度配置） 
・救急隊 1隊を増隊 

計 ＋３１人  

 ※現場への配置は消防学校卒業後となります。 

 

３）今後の予定 

市議会第４回定例会にて職員定数条例改正案を上程。令和６年４月１日に施行。 

 

 

問い合わせ：消防職員に関すること 

消防総務課 ☎０４６－２６０－５７７５へ  

 

問い合わせ：職員定数に関すること 

政策総務課 ☎０４６－２６０－５３５２へ 
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３ 大和市議会第４回定例会の議案                       

（１）会期日程（案） 

日 次 月  日 曜 開会時刻 会 議 の 種 類 摘   要 

第 １日 １１月２７日 月 午前９時 本  会  議 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

諸報告、監査報告 

議案の上程 

（説明・質疑・付託） 

第 ２日 １１月２８日 火  休     会  

第 ３日 １１月２９日 水 午前９時 環境建設常任委員会 付託案件の審査 

第 ４日 １１月３０日 木 午前９時 文教市民経済常任委員会 付託案件の審査 

第 ５日 １２月 １日 金 午前９時 厚生常任委員会 付託案件の審査 

第 ６日 １２月 ２日 ㊏  休     会  

第 ７日 １２月 ３日 ㊐  休     会  

第 ８日 １２月 ４日 月 午前９時 総務常任委員会 
付託案件の審査 

(質問通告書正午締切) 

第 ９日 １２月 ５日 火 午前９時 基地対策特別委員会 付託案件の審査 

第１０日 １２月 ６日 水  休会（委員会予備日）  

第１１日 １２月 ７日 木  休     会  

第１２日 １２月 ８日 金  休     会  

第１３日 １２月 ９日 ㊏  休     会  

第１４日 １２月１０日 ㊐  休     会  

第１５日 １２月１１日 月  休     会  

第１６日 １２月１２日 火  休     会  

第１７日 １２月１３日 水 午前９時 議会運営委員会  

第１８日 １２月１４日 木 午前９時 本  会  議 一般質問 

第１９日 １２月１５日 金 午前９時 本  会  議 一般質問 

第２０日 １２月１６日 ㊏  休     会  

第２１日 １２月１７日 ㊐  休     会  

第２２日 １２月１８日 月 午前９時 本  会  議 一般質問 

第２３日 １２月１９日 火 午前９時 議会運営委員会  

第２４日 １２月２０日 水  休     会  

第２５日 １２月２１日 木 午前９時 本  会  議 
委員長報告 

(質疑・討論・採決） 
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番  号 件       名 概       要 

報告第１０号 専決処分の承認について（訴え

の提起） 

本市が民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第

３８３条第１項の規定により行った支払督促の申

立てに対し、同法第３８６条第２項の規定による

督促異議の申立てがなされ、同法第３９５条の規

定により訴えの提起があったものとみなされるこ

ととなったため、当該訴えを補正したもの 

報告第１１号 専決処分の承認について（令和

５年度大和市一般会計補正予

算（第５号）） 

市議会からの前市長による公共工事のやり直しに

関する調査依頼を受けて、第三者による調査を実

施するため、補正を行ったもの 

補正前       ８７，４４４，７８８千円 

補正額            ７，７１１千円 

補正後       ８７，４５２，４９９千円 

報告第１２号 令和４年度大和市一般会計歳

入歳出決算不認定を踏まえた

措置について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３

条第７項の規定により、令和４年度大和市一般会

計歳入歳出決算不認定を踏まえて講じた措置を報

告するもの 

議案第３７号 大和市行政手続における特定

の個人を識別するための番号

の利用等に関する条例の一部

を改正する条例について 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平

成３１年法律第３号）及び全世代対応型の社会保

障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律（令和３年法律第６６号）が公布され

たことに伴い、所要の改正を行うもの 

議案第３８号 大和市職員定数条例の一部を

改正する条例について 

職員の定数の改定等を行うもの 

議案第３９号 大和市議会議員の議員報酬等

に関する条例及び大和市長等

常勤の特別職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する

条例について 

市議会議員及び市長等常勤の特別職の職員に係る

期末手当の支給割合を改定するもの 

議案第４０号 大和市一般職の職員の給与に

関する条例及び大和市一般職

の任期付職員の採用等に関す

る条例の一部を改正する条例

について 

国家公務員の給与改定に準じた本市職員の給与に

ついての改定等を行うもの 

議案第４１号 大和市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例について 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す

るための健康保険法等の一部を改正する法律（令

和５年法律第３１号）が公布されたことに伴い、

所要の改正を行うもの 

議案第４２号 大和市都市公園条例の一部を 引地台温水プールの供用時間に関する暫定措置を

（２）大和市議会第４回定例会  付議事件一覧表 
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改正する条例について 終了するもの 

議案第４３号 市道路線の認定について 開発行為に伴い、認定するもの 

議案第４４号 市道路線の認定について 私道の寄附に伴い、認定するもの 

議案第４５号 市道路線の認定について 開発行為に伴い、認定するもの 

議案第４６号 市道路線の認定について 開発行為に伴い、認定するもの 

議案第４７号 市道路線の認定について 私道の寄附に伴い、認定するもの 

議案第４８号 市道路線の認定について 開発行為に伴い、認定するもの 

議案第４９号 市道路線の変更について 交通安全施設等整備事業 国道４６７号に伴い、変

更するもの 

議案第５０号 令和５年度大和市一般会計補

正予算（第６号） 

補正前       ８７，４５２，４９９千円 

補正額          ２３８，１１５千円 

補正後       ８７，６９０，６１４千円 

議案第５１号 令和５年度大和市国民健康保

険事業特別会計補正予算（第１

号） 

補正前       ２２，２８６，９９８千円 

補正額           １４，４４６千円 

補正後       ２２，３０１，４４４千円 

議案第５２号 令和５年度大和市介護保険事

業特別会計補正予算（第２号） 

補正前       １８，７３０，４７８千円 

補正額           ４３，４６７千円 

補正後       １８，７７３，９４５千円 

 
 
 

問い合わせ：総務課 ☎０４６－２６０－５３５４へ 
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４ 令和５年１１月補正予算案の概要               

一般会計 （６号補正）                              

今回の補正予算では、消防職員の増員（令和６年度分）に係る経費や消防団車庫詰

所の建替えに向けた用地取得のための経費を計上します。また、保健福祉センターに

おける総合相談体制を開始するための経費や子ども医療費の増額などを行います。こ

のほか、公共工事の施工時期の平準化のため、自転車利用環境推進事業などにおいて、

債務負担行為を追加します。 

 

1）概要 

単位：千円 

会計 補正前の額 補正額 補正後の額 

一般会計 ８７，４５２，４９９ ＋２３８，１１５ ８７，６９０，６１４ 

 

2）補正予算案の内容  

 

【歳出の補正】 

○民生費      ＋２３７，８１３千円 

・介護保険事業特別会計繰出金             ＋７，６０６千円  

介護保険事業特別会計の補正予算に伴い、一般会計繰出金を増額します。 

 

・保健福祉センター施設維持管理事務         ＋１８，７３１千円  

福祉に関する複合的な課題を抱える市民を支援するため、保健福祉センター内

の配置を変更し、健康福祉部各課がより円滑に連携する総合相談体制を構築し

ます。 

 

・子ども医療費助成事業               ＋２０１，７２３千円 

・ひとり親家庭等医療費助成事業             ＋９，７５３千円

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に移行したこと等 

により、子ども医療費助成、ひとり親等医療費助成の件数が増加しているため、

予算を増額します。 

 

○衛生費     ＋１２，４３０千円 

・休日夜間急患診療所運営事業             ＋６，８５３千円 

季節性インフルエンザが流行する恐れがあることから、医療機関の多くが休診

となる年末年始及び１、２月の連休において、休日夜間診療所の診療体制を充

実します。 
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・産後ケア事業                    ＋５，５７７千円

産後ケア利用件数が増加しているため、予算を増額します。 

 

○消防費     ＋３８，５４９千円 

・消防被服等貸与事務                 ＋５，６０１千円

令和５年第４回定例会に上程する定数条例の改正により、令和６年４月の消防

職員の採用を２人から１２人に増やすため、被服購入費を増額します。 

 

・第６分団車庫詰所建替事業            ＋３２，９４８千円

消防団第６分団車庫詰所の建替えに向けて、用地を取得します。 

 

○教育費     △５０，６７７千円 

・スポーツセンター施設大規模改修事業         △５０，６７７千円 

スポーツセンタープール解体・駐車場整備において、解体工事の完了が遅れ、

駐車場整備工事を年度内に着手することが困難であることから、予算を減額し

ます。 

 

【歳入の補正】 

○使用料及び手数料 ＋６，８５３千円 

 

○国庫支出金     ＋２，７８８千円 

・母子保健衛生費補助金                 ＋２，７８８千円 

 

○県支出金     ＋４６，５４０千円 

・子ども医療費助成事業補助金            ＋４１，６１０千円 

・ひとり親家庭等医療費助成事業補助金          ＋４，９３０千円 

 

○繰越金     ＋１９７，３３４千円 
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○市債     △１５，４００千円 

・第６分団車庫詰所建替事業債            ＋３２，１００千円 

・スポーツセンター施設大規模改修事業債         △４７，５００千円 

 

【繰越明許費】 

・消防被服等貸与事務                 ＋５，６０１千円 

・スポーツセンター施設大規模改修事業         ＋５３，９３３千円 

 

【債務負担行為の追加】 

 事 項：自転車マナーアップ対策工事費 

  期 間：令和６年度 

  限度額：１１，０００千円 

 

  事 項：生活道路整備工事費 

  期 間：令和６年度 

 限度額：１４，５００千円 

 

【債務負担行為の変更】 

事 項：中学校移動水泳授業のためのバス送迎委託料 

  期 間：令和６年度（変更なし） 

  限度額：（変更前）１，３５７千円  （変更後）１，５０８千円 

 

国民健康保険事業特別会計 （１号補正）                            

法改正によるシステム改修経費の増額及び国民健康保険税還付金の増額補正など

を行います。 

 

1）概要 

単位：千円 

会計 補正前の額 補正額 補正後の額 

一般会計 ２２，２８６，９９８ ＋１４，４４６ ２２，３０１，４４４ 
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2）補正予算案の内容  

 

【歳出の補正】 

○総務費      ＋５，３４６千円 

○諸支出金     ＋９，１００千円 

 

【歳入の補正】 

○繰越金     ＋１４，４４６千円 

 

介護保険事業特別会計 （２号補正）                            

制度改正によるシステム改修経費の増額、高額介護サービス費等給付金の増額補

正を行います。 

 

1）概要 

単位：千円 

会計 補正前の額 補正額 補正後の額 

一般会計 １８，７３０，４７８ ＋４３，４６７ １８，７７３，９４５ 

 

2）補正予算案の内容  

 

【歳出の補正】 

○総務費      ＋６，５６７千円 

○保険給付費   ＋３６，９００千円 

【歳入の補正】 

○国庫支出金   ＋１０，９５４千円 

○支払基金交付金  ＋９，９６３千円 

○県支出金     ＋４，６１３千円 

○繰入金     ＋１７，９３７千円 

 

 

問い合わせ：財政課 ☎０４６－２６０－５３２３へ 


